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１．はじめに

　本稿は、知的財産法に基づく処分についての審査
請求に対する裁決を精査することにより、訴訟の対
象となることの少ない知的財産法上の論点について
示唆を得るとともに、知的財産法の分野における行
政不服審査制度の役割について確認するものである。

　もとより、知的財産法は、知的財産権に関する各
種の処分について審査請求の制限規定を設けている。
例えば、特許法195条の４は、「査定、取消決定若し
くは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の
請求書若しくは第120条の５第２項若しくは第134条
の２第１項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの
法律の規定により不服を申し立てることができない
こととされている処分又はこれらの不作為について
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